










認定基準に基づく具体的な評価の視点 

【評価の視点】 

※ ◎は必須項目，●はいずれか一つが必須，－は対象外 

〇は必須ではないが備えることが望ましい項目  

要件 評価の視点 評 価 内 容 

総

合

型 

資

源

型 

① 地域の愛着・親しみ（市民や地域に愛され，親しまれている歴史文化資源であること） 

・資源を取り巻く人々の意思・想い ・個人の想いではなく，地域の人々の想いであること。 

【要綱第５条】 

市民や地域が大切に

保存継承してきたも

のであること。 

市民や地域による 

継承の状況 

・これまでの保存継承活動の内容 

→継承を目的とした活動が行われているか。 

→活動は一過性でなく，継続性があるものか。 

◎ ◎ 

地域の意思 ・地域ビジョンや自治会活動計画等へ位置付けされているか。 〇 〇 

管理状況 ・市民や地域の手で保存管理等をされてきたものか。 〇 〇 

② 歴史文化資源の価値 

【要綱第５条】 

本市の歴史的経緯や

地域の風土に根ざ

し， 世代を超えて受

け継がれているもの

であること 

・本市の歴史的経緯 
・本市の歴史的経緯に根ざす資源であるか。 

 →エイトストーリーとの関連性などを評価 
● ● 

・地域の風土 ・地域の風土に根ざす資源である。 ● ● 

・世代を超えた継承 

・世代を超えて継承されてきたものか。 

・概ね５０年が経過した資源であるか。 

（１世代を概ね２５年と捉え，２世代が継承した状況を想定して５０年とする。） 

◎ ◎ 

現物，本物であるこ

と 

・現物，本物である

こと 

・歴史文化資源が現物・本物であること。 

※時代考証のもと復元・修復されたものは可。 
◎ ◎ 

③ 活動の内容 

【要綱第５条】 

地域コミュニティの

活性化や継承者の育

成に資する活動を伴

うものであること 

・歴史文化資源を核

とした活動である

こと 

・歴史文化資源を保存活用する活動となっていること。 ◎ ― 

・地域コミュニティ

の活性化に資する

活動であること 

・提出された活動計画が地域コミュニティの活性化に資するも

のとなっていること。 
● ― 

・歴史文化を継承す

る人材育成に資す

る活動であること 

・提出された活動計画が歴史文化を継承する人材育成に資する

ものとなっていること。 
● ― 
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